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国分寺市社会福祉だより 

 
 

権利擁護センターこくぶんじは 

成年後見制度の推進機関です。 
 

成年後見制度とは 

 

 認知症・知的障害・精神障害などにより、判断

能力が十分でない方の権利を守るための制度で

す。成年後見人等が、本人の意思を尊重しながら

財産の管理や福祉・医療・介護サービス等の各種

手続きや契約行為など、法律面や生活面でその人

らしい生活を送れるようお手伝いします。 

 後見人等の担い手は、親族もしくは第三者で

す。第三者の中には、専門職（司法書士・弁護士・

社会福祉士等）の他、法人による後見や市民によ

る後見もあります。 

 
【判断能力によって右図のように分類されます】 

 

任意後見制度の第一人者でもある司法書士より、任意後見制度を 

分かりやすくお伝えします。 
 

山﨑 政俊 司法書士（成年後見センター・リーガルサポート東京支部監査役） 
 

令和 3 年 11 月 24 日（水）午後 2 時～4 時（開場 1 時 30 分～） 
 

cocobunji プラザ リオンホール（AB ホール） 
 

50 名（先着申し込み順） 
 

11 月 2 日より権利擁護センターへ電話（042-580-0570） 

 

 

ご来場が難しい方には、当日の講演を録画し、後日希望者のみに期間限定配信を予定しています。 

配信希望の方は右のQRコード（Google フォーム）よりお申し込みください。 

Google フォームからのお申し込みが難しい場合は、権利擁護センター宛てに氏名とメールアドレスをご連絡

ください。（E-Mail：soudan@ko-shakyo.or.jp ※11月 30 日まで） 

  

➡ 権利擁護センターこくぶんじ     042-580-0570 

 

認知症になっても、障害があっても、誰もが地域で安心して 

暮らし続けられる支え合い助け合う地域をめざして。 

判断能力 

※新型コロナウイルス感染症の状況により、やむを得ず開催方法を変更する場合が
あります。予めご了承ください。 

 

 

 

参加費

無料 

 
判断能力がある 

任意後見制度 

将来判断能力が衰え

た時に備え、任意後

見人と後見事務の内

容を公正証書で契約

しておく制度です。 

 

判断能力が 

著しく不十分 

欠 く 状 態 

判断能力が 

不十分 

欠く状態 

後見類型 保佐類型 補助類型 

法定後見制度 

すでに判断能力が不十分な場合に家庭
裁判所に申立をして、援助してくれる人
を選任してもらう制度です。 
 

すでに判断能力が不十分 

日 

講 

場 

定 

申

込 

権利擁護センターこくぶんじは国分寺市からの委託事業です 

判断能力を 

欠く状態 


